
地域単価： 10.14 円

サービス費 看護体制加算Ⅰイ 看護体制加算Ⅱイ 夜勤職員配置加算Ⅱイ 日常生活継続支援加算Ⅱ サービス費合計(月３１日) 食費(１日) その他食費(１日) 居住費(１日) 合計(月３１日) 合計金額(円)

要介護１ 682 12 23 46 46 ¥25,430 ¥2,140 ¥200 ¥2,506 ¥150,226 ¥175,656

要介護２ 753 12 23 46 46 ¥27,662 ¥2,140 ¥200 ¥2,506 ¥150,226 ¥177,888

要介護３ 828 12 23 46 46 ¥30,019 ¥2,140 ¥200 ¥2,506 ¥150,226 ¥180,245

要介護４ 901 12 23 46 46 ¥32,314 ¥2,140 ¥200 ¥2,506 ¥150,226 ¥182,540

要介護５ 971 12 23 46 46 ¥34,515 ¥2,140 ¥200 ¥2,506 ¥150,226 ¥184,741

要介護１ 682 12 23 46 46 ¥25,430 ¥1,360 ¥200 ¥1,370 ¥90,830 ¥116,260

要介護２ 753 12 23 46 46 ¥27,662 ¥1,360 ¥200 ¥1,370 ¥90,830 ¥118,492

要介護３ 828 12 23 46 46 ¥30,019 ¥1,360 ¥200 ¥1,370 ¥90,830 ¥120,849

要介護４ 901 12 23 46 46 ¥32,314 ¥1,360 ¥200 ¥1,370 ¥90,830 ¥123,144

要介護５ 971 12 23 46 46 ¥34,515 ¥1,360 ¥200 ¥1,370 ¥90,830 ¥125,345

要介護１ 682 12 23 46 46 ¥25,430 ¥650 ¥200 ¥1,370 ¥68,820 ¥94,250

要介護２ 753 12 23 46 46 ¥27,662 ¥650 ¥200 ¥1,370 ¥68,820 ¥96,482

要介護３ 828 12 23 46 46 ¥30,019 ¥650 ¥200 ¥1,370 ¥68,820 ¥98,839

要介護４ 901 12 23 46 46 ¥32,314 ¥650 ¥200 ¥1,370 ¥68,820 ¥101,134

要介護５ 971 12 23 46 46 ¥34,515 ¥650 ¥200 ¥1,370 ¥68,820 ¥103,335

要介護１ 682 12 23 46 46 ¥25,430 ¥390 ¥200 ¥880 ¥45,570 ¥71,000

要介護２ 753 12 23 46 46 ¥27,662 ¥390 ¥200 ¥880 ¥45,570 ¥73,232

要介護３ 828 12 23 46 46 ¥30,019 ¥390 ¥200 ¥880 ¥45,570 ¥75,589

要介護４ 901 12 23 46 46 ¥32,314 ¥390 ¥200 ¥880 ¥45,570 ¥77,884

要介護５ 971 12 23 46 46 ¥34,515 ¥390 ¥200 ¥880 ¥45,570 ¥80,085

要介護１ 682 12 23 46 46 ¥25,430 ¥300 ¥200 ¥880 ¥42,780 ¥68,210

要介護２ 753 12 23 46 46 ¥27,662 ¥300 ¥200 ¥880 ¥42,780 ¥70,442

要介護３ 828 12 23 46 46 ¥30,019 ¥300 ¥200 ¥880 ¥42,780 ¥72,799

要介護４ 901 12 23 46 46 ¥32,314 ¥300 ¥200 ¥880 ¥42,780 ¥75,094

要介護５ 971 12 23 46 46 ¥34,515 ¥300 ¥200 ¥880 ¥42,780 ¥77,295
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第
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①

特別養護老人ホーム　ルアナ　料金表

第
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階

初期加算(入所から３０日間算定)

第
２
段
階

第
３
段
階
②

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(月のサービス総単位数に乗じる)

その他の加算

月単位の加算

第
１
段
階

外泊時加算
(入院、外泊時に６日を限度)

その他該当時のみの加算

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 排泄支援加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅰ)（該当者のみ）

看取り介護
加算(Ⅰ）

死亡日前31日以上４５日以下に算定

死亡日４日以上３０日以下に算定

死亡日の前日及び前々日に算定

死亡日に算定

経口維持加算(Ⅱ)（該当者のみ）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）



地域単価： 10.14 円

サービス費 看護体制加算Ⅰイ 看護体制加算Ⅱイ 夜勤職員配置加算Ⅱイ 日常生活継続支援加算Ⅱ サービス費合計(月３１日) 食費(１日) その他食費(１日) 居住費(１日) 合計(月３１日) 合計金額(円)

要介護１ 682 12 23 46 46 50,860 2,140 200 2,506 150,226 201,086

要介護２ 753 12 23 46 46 55,324 2,140 200 2,506 150,226 205,550

要介護３ 828 12 23 46 46 60,039 2,140 200 2,506 150,226 210,265

要介護４ 901 12 23 46 46 64,628 2,140 200 2,506 150,226 214,854

要介護５ 971 12 23 46 46 69,029 2,140 200 2,506 150,226 219,255
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2025.5.1～改定

死亡日前31日以上４５日以下に算定

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

初期加算(入所から３０日間算定)

看取り介護
加算（Ⅰ）

外泊時加算
(入院、外泊時に６日を限度)

死亡日４日以上３０日以下に算定

死亡日の前日及び前々日に算定

死亡日に算定

その他該当時のみの加算

経口維持加算(Ⅱ)（該当者のみ）

第
４
段
階

特別養護老人ホーム　ルアナ　料金表（２割負担）

その他の加算

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(月のサービス総単位数に乗じる)

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

月単位の加算

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 排泄支援加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅰ)（該当者のみ）



地域単価： 10.14 円

サービス費 看護体制加算Ⅰイ 看護体制加算Ⅱイ 夜勤職員配置加算Ⅱイ 日常生活継続支援加算Ⅱ サービス費合計(月３１日) 食費(１日) その他食費(１日) 居住費(１日) 合計(月３１日) 合計金額(円)

要介護１ 682 12 23 46 46 76,290 2,140 200 2,506 150,226 226,516

要介護２ 753 12 23 46 46 82,986 2,140 200 2,506 150,226 233,212

要介護３ 828 12 23 46 46 90,058 2,140 200 2,506 150,226 240,284

要介護４ 901 12 23 46 46 96,942 2,140 200 2,506 150,226 247,168

要介護５ 971 12 23 46 46 103,544 2,140 200 2,506 150,226 253,770
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2025.5.1～改定

死亡日前31日以上４５日以下に算定

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

初期加算(入所から３０日間算定)

看取り介護
加算（Ⅰ）

外泊時加算
(入院、外泊時に６日を限度)

死亡日４日以上３０日以下に算定

死亡日の前日及び前々日に算定

死亡日に算定

その他該当時のみの加算

経口維持加算(Ⅱ)（該当者のみ）

第
４
段
階

特別養護老人ホーム　ルアナ　料金表（３割負担）

その他の加算

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(月のサービス総単位数に乗じる)

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 口腔衛生管理加算(Ⅱ)

月単位の加算

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 排泄支援加算(Ⅰ) 経口維持加算(Ⅰ)（該当者のみ）



※負担限度、負担割合については、各区役所へお問合せ下さい。

※「合計所得」…収入から公的年金等の控除や給与所得控除、必要経費の控除後の所得金額。土
地売却等の所得がある場合は特別控除額を控除した金額
※「その他の合計所得金額」…合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額

世
帯
全
員

市
民
税
非
課
税

預貯金：単身500万以下、夫婦1,500万以下
収入：年金、その他収入額が120万円超え

本人合計所得
220万円以上

第３段階①
預貯金：単身550万以下、夫婦1,550万以下
収入：年金、その他収入額が120万円以下

２割負担

生活保護
老齢福祉年金受給

預貯金：単身1,000万以下
　　　　夫婦2,000万以下

３割負担
本人合計所得
220万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額

単身世帯：340万円以上
2人以上世帯：463万円以上※１「世帯」…世帯を分離している配偶者も含

※２年金収入額は遺族年金等の非課税年金も含む

第2号
被保険者

一律に1割負担

本人合計所得
160万円以上
220万円未満

負担限度額認定証について 負担割合について

第４段階 第１～第３段階に該当しない方

第1号
被保険者

１割負担

本人合計所得160万円未満

本人合計所得
160万円以上
220万円未満

年金収入＋その他の合計所得金額

単身世帯：280万円未満
２人以上世帯：346万円未満

第３段階②

年金収入＋その他の合計所得金額

単身世帯：280万円～340万未満
２人以上世帯：346万円～463万円未満

第２段階
預貯金：単身650万以下、夫婦1,650万以下
収入：年金、その他収入額が80万円以下

本人合計所得
220万円以上

第１段階


